
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人香川大学（法人番号7470005001659）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　当該法人の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたって、他の国立大学法人、

国家公務員、類似事業を実施している民間法人や独立行政法人等のほか、国・地方公共団体が運営する

教育・研究機関のうち、常勤職員数（当該法人約2,030人）や教育・研究事業で比較的同等と認められる、

以下の法人等を参考とした。

(1) 国立大学法人高知大学･･･当該法人は、同じ国立大学法人として教育・研究事業を実施している

（常勤職員数約1,900人）。公表資料によれば、平成29年度の長の年間報酬額は16,197千円であり、

公表対象年度の役員報酬規則に記載された本俸額等を勘案すると、約16,267千円と推定される。

同様の考え方により、理事については約13,209千円、監事については約10,867千円と推定される。

(2) 事務次官年間報酬額･･･23,274千円

　当法人においては、平成16年より、期末特別手当において、学長は、国立大学法人評価委員会が行う

業績評価の結果及び各役員の在職期間における職務実績を総合的に勘案し、経営協議会の議を経て、

期末特別手当の額を、100分の10の範囲内で、これを増額又は減額することができると定めている。

法人の長 　役員報酬支給基準は、国立大学法人香川大学役員報酬規則に則り、毎月支給される

報酬（本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当）及び期末特別手当

から構成されている。

　期末特別手当については、期末特別手当基準額（本給月額＋地域手当＋広域異動

手当＋（本給月額＋地域手当＋広域異動手当）×100分の20＋本給月額×100分の25）に

６月に支給する場合においては１00分の157.5、12月に支給する場合においては100分の

177.5を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた

割合を乗じて得た額としている。

　なお、平成30年度では、期末特別手当支給率の引き上げ（年間0.05ヶ月分）を実施した。

理事 　法人の長と同様

理事（非常勤） 　該当者なし

監事 　法人の長及び理事と同様

監事（非常勤） 　役員報酬支給基準は、国立大学法人香川大学役員報酬規則に則り、非常勤役員手当

のみで構成されている。

　非常勤役員手当は、月額（80千円）に、役員会以外の業務に従事した場合には

１回につき10千円を加算し、算出している。

　なお、平成30年度においては、改定は行われなかった。

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  平成30年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成30年度における改定内容
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２　役員の報酬等の支給状況
平成30年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

16,406 11,580 4,722 104 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

12,938 9,132 3,724 82 （地域手当） 3月31日

千円 千円 千円 千円

13,023 9,132 3,724
82
85

（地域手当）
(通勤手当)

千円 千円 千円 千円

14,624 8,472 3,926
1,482

744

（地域手当）
（単身赴任手

当）
4月1日

◇
千円 千円 千円 千円

10,000 7,620 2,146
68

165
（地域手当）
(通勤手当)

千円 千円 千円 千円

10,026 7,620 2,146
68

191
（地域手当）
(通勤手当)

千円 千円 千円 千円

12,192 8,472 3,454
76

189
（地域手当）
(通勤手当)

千円 千円 千円 千円

1,070 1,070

注１：「地域手当」とは、主に民間における賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給されているもの
である。

注２：「前職」欄の「◇」は役員出向者を示す。
注３：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

前職

C理事

就任・退任の状況

E理事

役名

法人の長

A理事

B理事

D理事

その他（内容）

A監事

B監事
（非常勤）
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　香川大学は、「世界水準の教育研究活動により、創造的で人間性豊かな

専門職業人・研究者を養成し、地域社会をリードするとともに共生社会の実現

に貢献する。」ことを理念とし、地域社会の課題解決に資する教育・研究等の

実績を基に、地域活性化の中核的拠点としての機能強化及び特定の分野に

おける、世界ないし全国的な教育研究を学長のリーダーシップの下で推進

している。

　そうした中で、香川大学の学長は、法人の代表として、その業務を総理する

とともに、校務を司り、所属職員を統督して、経営責任者と教学責任者の職務

を同時に担っている。

　学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬31,928

千円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額23,274千円

と比べても、それ以下となっている。

　また、近隣の総合大学の長の報酬水準と同水準となっている。

　こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥当で

あると考えられる。

　理事 　香川大学の理事は、学長を補佐し、大学法人の業務を掌理する。

　理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬31,928

千円と比較した場合、それ以下となっている。

　また、近隣の総合大学の理事の報酬水準と同水準となっている。

　こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥当で

あると考えられる。

　理事（非常勤）
該当者なし

　監事 　香川大学の監事は、大学法人の業務を監査する。

　監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬31,928

千円と比較した場合、それ以下となっている。

　また、近隣の総合大学の監事の報酬水準と同水準となっている。

　こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥当で

あると考えられる。

　監事（非常勤） 　香川大学の監事（非常勤）は、大学法人の業務を監査する。

　監事（非常勤）の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員

報酬31,928千円と比較した場合、それ以下となっている。

　また、近隣の総合大学の監事（非常勤）の報酬水準と同水準となっている。

　こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥当で

あると考えられる。

【文部科学大臣の検証結果】
職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、

民間企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。
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４　役員の退職手当の支給状況（平成30年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

該当なし

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

 　当大学法人が定める役員に支給する期末特別手当（ボーナス）において、学長は、国立大学法人評価委員会

が行う業績評価の結果及び各役員の在職期間における職務実績を総合的に勘案し、経営協議会の議を経て、

期末特別手当の額を、100分の10の範囲内で、これを増額又は減額することができると定めている。

法人での在職期間

監事A

法人の長

理事A

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当なし

該当なし

監事A

監事A
（非常勤）

監事A
（非常勤）

判断理由
該当なし

該当なし

法人の長

理事A
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　当該法人職員の給与水準を検討するにあたって、他の国立大学法人等、国家公務員のほか、平成30年度

職種別民間給与実態調査によるデータのうち、企業規模別（当該法人約2,940人（常勤職員数約2,030人））・

職種別平均支給額を参考にした。

(1) 国立大学法人高知大学･･･当該法人は、地域を基盤とした総合大学である点において類似する国立大学

法人であり、法人規模についても同等（常勤職員数約1,900人）となっている。

(2) 国家公務員･･･平成30年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月額は

410,940 円となっており、全職員の平均給与月額は417,230 円となっている。

(3) 職種別民間給与実態調査において、当該法人と同等の規模や職種の大学卒の４月の平均支給額は

491,896円となっている。

　運営費交付金における業務費・人件費の割合を堅持しつつ、中期計画に基づく人件費枠の有効な配分

 を勘案し、新たな社会的ニーズに迅速・適切に対応できるよう人員配置を行い、適正な人件費の管理に

努めている。

　事務系職員には、本学が独自に定めた人事評価制度に基づく個人評価（業績・能力） の結果を昇給・

昇格・降格及び賞与に反映させている。

    また、教員についても、教員評価（教育・研究・社会貢献・運営）の結果を昇給及び賞与に反映 させている。

　当法人においては、月給制と比較し、評価の結果をより反映させる仕組みとして、平成26年度より年俸制を

導入した。

　③　 給与制度の内容及び平成３０年度における主な改定内容

　国立大学法人香川大学職員給与規則に則り、基本給、諸手当（地域手当、広域異動手当、管理職手当、

扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、当直手当、時間外勤務手当等）及び賞与

（期末給及び勤勉給）としている。

　期末給については、期末給基礎額（基本給＋扶養手当＋地域手当＋広域異動手当＋役職段階別

加算額＋管理職加算額）に6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては

100分の137.5を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた

割合を乗じて得た額としている。

　勤勉給については、勤勉給基礎額（基本給＋地域手当＋広域異動手当＋役職段階別加算額

＋管理職加算額）に基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合、さらに

勤務成績に応じて定める割合を乗じて得た額としている。

　なお、平成30年度における主な改正内容は次のとおりである。

①本給月額の引き上げ（平均改定0.2％） ⑤夜間看護手当の引き上げ（150～500円）

②勤勉給の支給月数の引き上げ（年間0.05ヶ月分） ⑥平成27年7月1日昇給における昇給抑制の回復措置

③医師調整手当の引き上げ（100円） ⑦研修医に対する給与支給見直し

④当直手当の引き上げ（200～1,000円）

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1484 43.4 6,271 4,569 54 1,702
人 歳 千円 千円 千円 千円

309 45.1 5,641 4,123 62 1,518
人 歳 千円 千円 千円 千円

435 51.2 8,582 6,186 50 2,396
人 歳 千円 千円 千円 千円

29 38.0 6,519 4,940 58 1,579
人 歳 千円 千円 千円 千円

471 37.5 4,869 3,567 47 1,302
人 歳 千円 千円 千円 千円

133 37.3 4,869 3,579 60 1,290
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 52.2 5,190 3,796 53 1,394
人 歳 千円 千円 千円 千円

24 45.5 7,580 5,597 100 1,983
人 歳 千円 千円 千円 千円

68 38.4 6,451 4,763 59 1,688
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 50.5 5,492 3,990 33 1,502

人 歳 千円 千円 千円 千円

115 38.4 4,131 3,614 61 517
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 41.6 3,102 2,322 94 780
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 46.8 6,168 4,589 113 1,579
人 歳 千円 千円 千円 千円

65 31.6 3,677 3,677 41 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 47.8 5,002 3,677 54 1,325
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 63.3 3,079 2,561 56 518

＜常勤職員について＞

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：技能・労務職種とは、ボイラー技士、医療機器操作員、動物飼育員、実験助手及び調理師である。
注３：教育職種（附属学校教員）には、附属特別支援学校教員を含む。
注４：教育職種（附属義務教育学校教員）には、附属幼稚園教員を含む。
注５：その他医療職種（看護師）とは、保健管理センターの保健師である。

＜非常勤職員について＞

注：医療職種（病院医療技術職員）、技能・労務職種及び民間出向職員については、
該当者が1人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
区分以外は記載せず、非常勤職員全体の数値からも除外している。

＜在外職員、任期付職員及び再任用職員及びについて＞
注：在外職員、任期付職員及び再任用職員の各区分については、該当者がないため記載を省略した。

総額
区分

教育職種
（附属義務教育学校教員）

うち賞与うち所定内平均年齢

技能・労務職種

平成30年度の年間給与額（平均）
人員

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

常勤職員

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院医療技術職員）

教育職種
（附属高校教員）

医療職種
（病院医師）

その他医療職種
（看護師）

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医療技術職員）

技能・労務職種

民間出向職員

再採用職員
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〔年俸制適用者〕

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

90 45 8,149 5,956 58 2,193
人 歳 千円 千円 千円 千円

90 45 8,149 5,956 58 2,193

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 40.2 5,259 5,259 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 40.2 5,259 5,259 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

＜常勤職員について＞

注：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

＜任期付職員について＞
注１：特任教授及び任期付寄附講座等教員については、該当者が2人以下であるため、当該個人に関する情報が
　　　特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、常勤職員全体の数値からも除外している。
注２：特任教授とは、特定のプロジェクト等の統括及び教育研究を行うために任期を定めて雇用された大学

教員である。
注３：任期付テニュアトラック教員とは、テニュアトラック制を適用し、任期を定めて雇用された大学教員である。
注４：任期付寄附講座等教員とは、寄附講座及び寄附講座研究部門規則第10条第2項但し書きを適用し、

任期を定めて雇用された大学教員である。

＜在外職員、再任用職員及び非常勤職員について＞
注：在外職員、再任用職員及び非常勤職員の各区分については、該当者がないため記載を省略した。

総額
うち所定内 うち賞与区分 人員 平均年齢

平成30年度の年間給与額（平均）

任期付寄附講座等教
員

特任教授

任期付テニュアトラック
教員

任期付職員

常勤職員

教育職種
（大学教員）

7



②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注：年齢28～31歳の該当者は１人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

年間給与については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)〔在
外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

部長 5 59.3 9,163 11,089 7,776

次長 5 57.1 8,335 9,399 7,788

課長 23 55.8 7,395 9,072 6,173

課長補佐 53 52.5 6,267 7,476 5,558

係長 97 46.9 5,705 6,438 4,417

主任 68 41.6 5,123 6,011 4,046

係員 58 32.8 4,004 5,231 3,083

注１：「係員」には、係員相当職である「グループ員」を含む。

注２：「主任」には、主任相当職である「チーフ（Ⅱ）」を含む。

注３：「係長」には、係長相当職である「チーフ（Ⅲ）」及び「専門職員」を含む。

注４：「課長補佐」には、課長補佐相当職である「サブリーダー」及び「専門員」を含む。

注５：「課長」には、課長相当職である「リーダー」を含む。

注６：「次長」には、次長相当職である「統合事務センター長」を含む。

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

教授 218 55.8 9,604 12,514 7,260

准教授 113 48.2 8,010 9,859 5,904

講師 29 46.6 7,571 8,834 5,872

助教 67 43.7 6,697 7,704 5,601

助手 2

教務職員 6 48.2 5,274 5,720 5,114

注：助手の該当者は2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　平均年齢及び年間給与額は表示していない。

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

看護部長 1

副看護部長 4 54.5 6,328

看護師長 29 52.0 6,405 6,796 5,933

副看護師長 59 45.9 5,753 6,568 4,737

看護師 378 34.9 4,534 6,278 3,282

注１：「看護師」には、看護師相当職である「助産師」を含む。

注２：看護部長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　平均年齢及び年間給与額は表示していない。

注３：副看護部長の該当者は4人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　最高給与額及び最低給与額は表示していない。

平均年齢

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

（最高～最低）

（最高～最低）
千円

平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

年間給与額

分布状況を示すグループ

千円

人員分布状況を示すグループ

千円

人員
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④

（事務・技術職員）
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

57.0 58.3 57.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.0 41.7 42.3

％ ％ ％

         最高～最低 51.1～38.9 51.2～37.6 51.0～38.2

％ ％ ％

58.1 59.6 58.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.9 40.4 41.1

％ ％ ％

         最高～最低 44.6～33.5 42.9～31.3 43.7～35.9

（教育職員（大学教員））
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

57.9 55.4 56.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.1 44.6 43.4

％ ％ ％

         最高～最低 50.9～39.7 54.5～39.1 52.5～39.7

％ ％ ％

59.1 59.1 59.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 40.9 40.9 40.9

％ ％ ％

         最高～最低 44.6～37.8 48.7～32.3 45.6～37.0

（医療職員（病院看護師））
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低     ～　　 ～ 　　～　　

％ ％ ％

57.6 59.1 58.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.4 40.9 41.6

％ ％ ％

         最高～最低 44.6～38.1 42.9～36.7 43.7～37.4

注：医療職員（病院看護師）における管理職員は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの

　　　あることから、記載していない。

一般
職員

一律支給分（期末相当）

管理
職員

賞与（平成30年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

一般
職員

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

一般
職員

区分
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

今後とも、効果的・効率的業務運営の実施を推進し、引き続き給与の適正化に努める。

講ずる措置

（文部科学大臣の検証結果）

給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給
与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めてい
ただきたい。

　給与水準の妥当性の
　検証

・年齢・地域・学歴勘案　　　　86．7

指数は国家公務員と比較して低い水準にある。

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　80．5

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　80．4
・年齢・地域勘案　　　　　　　　86．5

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

（参考）対他法人　　　　　　　　92．0

（法人の検証結果）

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　29％
（国からの財政支出額　11,271百万円、支出予算の総額　38,279百万円：平
成30年度予算）
【累積欠損額について】
該当なし

　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は29%であり、累積欠損
も生じていない。
　また、給与についても人事院勧告を参考に改正を行っており、指数が国家
公務員に比して低い水準にあることから、給与水準は適切なものであると考
える。
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○医療職員

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　　　89.9

（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成30年度の

教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

なお、平成19年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））との

給与水準（年額）との比較指標である。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

（文部科学大臣の検証結果）

給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給
与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めてい
ただきたい。

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　94．0
・年齢・地域・学歴勘案　　　　95．0
（参考）対他法人　　　　　　　　94．5

項目 内容

指数は国家公務員と比較して低い水準にある。

　給与水準の妥当性の
　検証

講ずる措置
今後とも、効果的・効率的業務運営の実施を推進し、引き続き給与の適正化に努める。

（法人の検証結果）

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　29％
（国からの財政支出額　11,271百万円、支出予算の総額　38,279百万円：平
成30年度予算）
【累積欠損額について】
該当なし

　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は29%であり、累積欠損
も生じていない。
　また、給与についても人事院勧告を参考に改正を行っており、指数が国家
公務員に比して低い水準にあることから、給与水準は適切なものであると考
える。

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　95．0
・年齢・地域勘案　　　　　　　　95．7
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４　モデル給与

（扶養家族がいない場合）

＜事務・技術職員＞

○22歳（大学初任給）

月額180,700円　年間給与2,972,515円

○35歳（本部主任）

月額271,925円　年間給与4,473,166円

○50歳（課長補佐）

月額342,555円　年間給与5,635,029円

＜教育職員（大学教員）＞

○27歳（助教（博士修了初任給））

月額289,600円　年間給与4,763,920円

○35歳（講師）

月額357,791円　年間給与5,885,661円

○50歳（教授）

月額483,210円　年間給与7,948,804円

※扶養家族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子１人につき10,000円）を支給

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方
　事務系職員には、本学が独自に定めた人事評価制度に基づく個人評価（業績・能力） の結果を

昇給・昇格・降格及び賞与に反映させている。

    また、教員についても、教員評価（教育・研究・社会貢献・運営）の結果を昇給及び賞与に反映

させている。

　国立大学改革プランに基づき、当法人においては、月給制と比較し、評価の結果をより反映

させる仕組みとして、平成26年度より年俸制を導入した。
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Ⅲ　総人件費について

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和２年度 令和３年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

　　　の 「18役員及び教職員の給与の明細」における非常勤合計額と一致しない。

注３：「退職手当支給額」欄は、国の常勤職員に相当する、法人の常勤職員に係る退職手当支給額を

　    計上する。

総人件費について参考となる事項

・給与、報酬等支給総額

対前年度比 140,164 千円増 1.3 ％増

要因：常勤職員数の増による本給等の増

　　　勤勉給の支給率の引き上げ（0.05ヶ月分）等による増

・最広義人件費

対前年度比 662,803 千円増 3.6 ％増

Ⅳ　その他

特になし

1,112,376

区　　分

10,956,538

・「公務員の給与決定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）
　に基づき、平成30年1月1日から、以下の措置を講ずることとした。
　役職員の退職手当について、調整率の改定を実施した。
　　役員に関する講じた措置の概要：平成30年1月1日、支給水準の引き下げ
　　職員に関する講じた措置の概要：平成30年1月1日、支給水準の引き下げ

注２：「非常勤役職員等給与」の金額においては、寄付金、受託研究費その他競争的資金等により雇用

      される職員に係る費用及び人材派遣の契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書

19,216,56718,553,764

注１：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

最広義人件費
17,711,078

　　要因：上記理由による「給与、報酬等支給総額」の増、及び退職者数の増に
　　　　よる　「退職手当支給額」の増となり、最広義人件費の増となった。

非常勤役職員等給与
4,157,405

2,193,428 2,282,175 2,359,130

4,626,179 4,788,523

福利厚生費

給与、報酬等支給総額
10,886,094 10,816,374

退職手当支給額
474,151 829,036
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